
　

 １．舞鶴市都市公園条例の許可を必要とする行為を行う場合は、事前に市役所
　 （土木課）に申請し、その許可の写しを利用申込書に添付すること。
 ２．利用申込みの目的以外に利用したり、利用の権利譲渡はしないこと。
 ３．施設・設備・器具等を破損した場合は、速やかに届出、弁償すること。
 ４．車両を乗り入れる場合は、定められた場所以外は、走行・駐車しないこと。
 ５．発生したゴミは、必ず持ち帰ること。
 ６．利用後は、カギを施錠して公社事務所又は自然文化園受付に返却すること。
 ７．開園時間外の利用の場合は、野外活動広場エリア以外は立入らないこと。
 ８．舞鶴市都市公園条例等を遵守すること。

許可書の写し

申込み　及び　利用上の留意事項

有・無植 物 の 採 取 植物の種類

有・無

許可書の写し

舞鶴市都市公園条例の許可を必要とする行為（舞鶴市土木課へ申請してください。）

たき火の使用 有・無 たき火の内容

※ 小人とは、中学生以下をいう

利
用

㊞　

住 所

有・無

㊞　

　平成　　 年　　 月　 　 日 (    )（　午前 ・ 午後　　　時　　　分　）

乗 入 れ 車 両

開　始

終　了

台 

　・ 野外活動広場 　・ 自然観察小屋 　・ トイレ　 ・ その他（　　　　　　　　　　　）

　平成　　 年　　 月　 　 日 (    )（　午前 ・ 午後　　　時　　　分　）

（団体のみ）

（団体以外）

（団体のみ）

大人　　　　名

　　　　舞鶴自然文化園　野外活動広場等の利用申込書

舞鶴自然文化園指定管理者
公益財団法人　舞鶴市花と緑の公社　様

利 用 内 容

平成        年        月        日

利 用 人 数

団 体 名

責任者名

氏 名

小人　　　　名

公社承認印

　　　　舞鶴自然文化園　野外活動広場等利用承認書

　上記利用については、下記の留意事項を付して申し込みのとおり承認します。

有・無

連絡先（電話）

　下記のとおり、舞鶴自然文化園　野外活動広場等の利用を申込みます。

　なお、利用に際しては、「申込及び利用上の留意事項」を遵守いたします。

利 用 目 的

利用する施設


